
大阪府外出自粛デリバリーサービス活用支援事業費補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 府は、デリバリーサービス活用による外出の自粛を促進するため、予算の定めるところ

により、大阪府外出自粛デリバリーサービス活用支援事業費補助金（以下「補助金」とい

う。）を交付するものとし、その交付については、大阪府補助金交付規則（昭和４５年大阪府

規則第８５号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによ

る。 

 

（補助対象事業者） 

第２条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象事業者」という。）は、飲食物の配達を

代行する者（以下「配達代行事業者」という。）のうち、別表１に掲げる条件をすべて満たす

ものとする。 

 

（補助対象事業及び補助対象経費） 

第３条 補助金の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、第１条の目的を達成す

るために補助対象事業者が実施する大阪府内への飲食物の配達に対する消費者還元サービス

等の事業とする。 

２ 補助金の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、消費者が、クレジットカー

ド、デビットカード、電子マネー、ＱＲコード決済など、一般的な購買に繰り返し利用できる

電子的な決済手段（以下「キャッシュレス決済手段」という。）を用いて飲食物の配達を利用

した場合に得る消費者還元サービスに係る経費のうち、知事が適当と認めるものとする。 

 

（補助金の額） 

第４条 補助金の額は、別表２第２欄の補助対象経費に、別表２第３欄の補助率を乗じて得た額

を、府の予算の範囲内で交付するものとする。 

 

（交付申請） 

第５条 補助対象事業者は、規則第４条第１項に基づき補助金の交付の申請をしようとするとき

は、次に掲げる書類を知事が定める期日までに、知事に提出しなければならない。 

 （１）大阪府外出自粛デリバリーサービス活用支援事業費補助金に係る交付申請書（様式第１

号） 

 （２）事業計画書（様式第１号）（別紙１） 

 （３）所要額調書（様式第１号）（別紙２） 

 （４）その他知事が必要と認める書類 

 

（交付決定及び通知） 



第６条 知事は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、適当

と認めたときは第９条に掲げる事項を条件に補助金の交付決定をするものとし、その決定の内

容を補助金の交付を受けようとする補助対象事業者に対し通知するものとする。 

 

（経費等の内容変更等） 

第７条 前条の通知を受けた事業者（以下「補助事業者」という。）が、補助事業に要する経費

の配分の変更又は補助事業の内容の変更をしようとするときは、規則第６条第１項第１号又は

２号の規定により大阪府外出自粛デリバリーサービス活用支援事業費補助金の内容変更申請書

（様式第２号）に関連書類を添付して提出し、知事の承認を受けなければならない。 

２ 規則第６条第１項第１号及び第２号の軽微な変更とは、補助対象経費の２０パーセント以内

の増減を伴う事業内容の変更とする。 

３ 補助事業者が、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、規則第６条第１項第３号の規

定により、大阪府外出自粛デリバリーサービス活用支援事業費補助金の中止（廃止）承認申請

書（様式第２号）を知事に提出し、承認を受けなければならない。 

 

（申請の取下げ） 

第８条 規則第７条の規定による通知を受け取った日から起算して１０日以内に限り当該申請を

取り下げることができ、取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかっ

たものとみなす。 

 

（交付の条件） 

第９条 規則第６条第２項の規定により付する条件は、次のとおりとする。  

（１） 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又はその遂行が困難となった

場合は、速やかにその理由その他必要事項を書面により知事に報告しなければならない。な

お、補助事業の完了予定日は、令和２年６月３０日以前でなければならない。 

（２）（１）の規定による報告に基づき、必要な指示を与えられた場合は、補助事業者は、直ち

にその指示に従わなければならない。 

（３）補助事業者は、補助金と補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収

入及び支出について証拠書類を整理し、かつ当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日（事業の

中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日）の属する年度の終了後５年間保

管しておかなければならない。 

 

（実績報告） 

第１０条 規則第１２条の規定による報告は、補助事業の完了した日の翌日から起算して３０日

以内に、次に掲げる書類を知事に提出することにより行わなければならない。 

（１） 大阪府外出自粛デリバリーサービス活用支援事業費補助金に係る実績報告書（様式第

３号） 



（２） 大阪府外出自粛デリバリーサービス活用支援事業費補助金に係る実績（様式第３号） 

（別紙１） 

（３） 所要額清算書（様式第３号）（別紙２） 

（４） 実績等を証明するもの（写） 

（５） その他知事が必要と認める書類 

 

（補助金額の確定等） 

第１１条 知事は、前条の規定による事業実績の報告があったときは、事業実績報告書の審査及

び必要に応じて現地調査等を行い、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付

けた条件に適合すると認めるときは、補助金額を確定し、補助事業者に通知するものとする。 

 

（是正のための措置） 

第１２条 知事は、前条の規定による調査等の結果、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内

容及びこれに付けた条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し、これに適合させる

ための措置をとるべきことを命ずることができる。 

 

（補助金の交付請求） 

第１３条 補助事業者は、第１１条により確定した補助金額の交付を受けるときは、大阪府外出

自粛デリバリーサービス活用支援事業費補助金に係る交付請求書（様式第４号）を知事に提出

しなければならない。 

 

（決定の取消し） 

第１４条 知事は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の

全部または一部を取り消すことができる。  

（１） 偽り、その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。  

（２） 補助金を他の用途に使用したとき。  

（３） 当該年度に補助事業を実施されないことが明らかになったとき又は実施されなかった 

とき。 

（４） 補助金の交付決定の内容又はこれに付けた条件、その他法令又はこの要綱による規定

に違反したとき。  

２ 前項の規定は、第１１条の規定により交付すべき補助金額の確定があった後においても適用

する。  

 

（補助金の返還） 

第１５条 知事が前条の規定によりこの交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、

補助事業者は、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を受領している場合に

は、指定する期日までに取り消された金額を返還しなければならない。  



 

（違約加算金及び延滞金） 

第１６条 知事は、第１４条の規定により補助金の交付決定の全部を取り消した場合において、

前条の規定により補助金の返還を命じたときは、補助事業者はその命令に係る補助金の受領の

日から返還の日までの日数に応じ、当該補助金の額（その一部を納付した場合におけるその後

の期間については、既納額を控除した額）につき、年１０．９５パーセントの割合で計算した

違約加算金（１００円未満の場合を除く。）を納付しなければならない。 

２ 知事が補助事業者に対し補助金の返還を命じた場合において、補助事業者は、これを知事の

指定した期日までに納付しなかったときは、その期日の翌日から納付された日までの日数に応

じ、その未納付額につき年１０．９５パーセントの割合で計算した延滞金（１００円未満の場

合を除く。）を納付しなければならない。  

 

（消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第１７条 補助事業者は、補助事業の完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係

る消費税等仕入控除税額が確定し返還額がある場合には、速やかに消費税及び地方消費税に係

る仕入控除税額返還報告書（様式第５号）を知事に提出しなければならない。 

２ 知事は前項の報告があった場合には、当該消費税等仕入控除税額の全部または一部の返還を

命ずるものとする。 

 

（他の補助金等との重複の禁止） 

第１８条 補助事業者は、この補助事業により補助金の交付を受けた対象経費について、他の補

助事業等から重複して補助金等の交付を受けてはならない。 

 

（検査） 

第１９条 知事は、補助金の適正な執行のため必要と認めたときは、補助事業者に対して報告若

しくは関係書類の提出を求め、又は補助事業者の施設等に立ち入り、帳簿、書類その他の物件

等を検査することができる。 

 

附 則  

この要綱は、令和２年４月１３日から施行し、令和２年６月３０日までの期限とする。 

附 則 

この要綱は、令和２年５月５日から施行する。 

  



別表１ 

１事業実施に関する条件 

（１）飲食物の配達に係るキャッシュレス決済での１，０００円以上の１注文につき、５０

０円分のポイント等を付与すること。 

（２）５００円分のポイント等使用は飲食店の提供する食事の配達に関する注文時のみに 

限定すること。 

（３）ポイント等付与は令和２年５月３１日までに注文を行い、決済及び食事の配達の完了

を受けた場合を対象とし、その使用は令和２年６月３０日までに注文を行い、決済及

び食事の配達の完了を受けた場合を対象とすること。 

（４）対象となる注文は、大阪府内の飲食店店舗から大阪府内の所在地に配達されるものに

限定すること。付与されるポイント等の利用対象となる注文も同じとする。 

２感染症対策に関する条件 

（１）新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況を踏まえ、次のような対策が十分に 

講じられていること。 

・配達員はマスク着用の上、業務にあたっていること。 

  ・配達員は、出勤時、配達前後に都度、手指のアルコール消毒を行っていること。 

  ・配達員が配達に用いるバイク、自転車等の配達業務に係る機材について、適宜アルコ

ール消毒を行っていること。 

  ・配達員は、出勤時に検温をおこなっていること。管理者は随時配達員の体調について

聞き取りを行い、37.5度以上ある配達員は配達業務に従事せず、体調回復に努めてい

ること。 

  ・配達員は、清潔な服を着用して業務にあたっていること。 

（２）上記（１）について記載がされているマニュアルが整備されていること。 

３大阪府内の飲食店店舗の参画状況に関する条件 

（１）大阪府内の加盟店が２，０００店舗以上であること。 

（２）（１）の店舗のうち、１，０００店舗以上が、１事業者又は１所有者で５店舗以下の飲

食店であること。 

 

 

  



別表２ 

 

１補助事業 ２ 補助対象経費 ３ 補助率 

大阪府外出自粛デ

リバリーサービス

活用支援事業費補

助金 

第３条第２項に定める経費の総額 

 

補助対象経費の

２分の１ 


